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　　　特定在留カード等の運用開始に伴うマイナ免許証の運用上の留意事項等

 について（通達）

　令和６年６月に公布された出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法

律 令和６年法律第59号 以下 改正法 という において 在留カード 出（ 。 「 」 。） 、 （

入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第19条の３の規定により交

付された在留カードをいう ）又は特別永住者証明書（日本国との平和条約に。

基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律

第71号）第７条の規定により交付された特別永住者証明書をいう ）とマイナ。

ンバーカード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードを

いう ）の一体化に関する規定が設けられ、改正法附則第７条においては、道。

路交通法（昭和35年法律第105号）の関係規定の改正が規定されたところであ

る。これらの規定が本年６月14日から運用開始となるところ、これに伴うマイ

ナ免許証（道路交通法（昭和35年法律第105号）第95条の２第４項に規定する

免許情報記録個人番号カードをいう ）の運用上の留意事項等については別紙。

のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

                           



 別紙

 （ 凡 例 ）

「 改 正 法 」：出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６

 年法律第59号）

「 」：改正法による改正後の出入国管理及び難民認定法（昭和26年改正入管法

 政令第319号）

「 」：改正法による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国改 正 入 管 特 例 法

籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法

 律第71号）

 「 」：改正入管法又は改正入管特例法改正入管法等

「 」：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等番号利用法

 に関する法律（平成25年法律第27号）

 「 」：改正法による改正後の番号利用法改 正 番 号 利 用 法

 「 道 交 法 」：道路交通法（昭和35年法律第105号）

 「改正道交法」：改正法による改正後の道交法

「在留カード」：出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第19条の

 ３の規定により交付された在留カード

「 」：日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出特別永住者証明書

入国管理に関する特例法（平成３年法律第71号）第７条の規

 定により交付された特別永住者証明書

 「 」：在留カード又は特別永住者証明書在留カード等

「 」：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等マイナンバーカード

に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定す

 る個人番号カード

「 」：道路交通法（昭和35年法律第105号）第95条の２第４項に規定マイナ免許証

 する免許情報記録個人番号カード

 「 」：法第95条の２第２項に規定する特定免許情報特定免許情報

「 」：改正入管法第19条の15の２の規定及び改正番号利用法第18条特定在留カード

の５の規定に定める手続によりマイナンバーカードとしての

 機能を付加するための措置を講じられた在留カード

「 」：改正入管特例法第16条の２の規定及び改正番号利用法第18条特定特別永住者証明書

の５の規定に定める手続によりマイナンバーカードとしての

 機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書

 「 」：特定在留カード又は特定特別永住者証明書特定在留カード等

 「入管庁長官」：出入国在留管理庁長官

                           



 １　改正法と道交法の関係

特定在留カード等は、改正入管法等の規定により、入管庁長官が交付する

ものであり、マイナンバーカードとしての機能を有する在留カード等である

という位置付けであるところ、改正番号利用法第18条の５第９項の規定によ

り、同法（第17条第６項から第９項まで及び第13項並びに第18条の５第８項

を除く ）の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びにマイナンバーカー。

ドの利用に関する他の法令（第18条の規定に基づく条例を含む ）の規定の。

適用については、第17条第１項の規定により交付されたマイナンバーカード

とみなすこととされており、道交法を含む他の法令においてマイナンバーカ

ードの利用について定めている規定が特定在留カード等についても適用され

 ることとなる。

 ２　改正道交法の内容

 (1)　マイナンバーカードの失効関係

道交法第95条の２第３項第２号及び第９項は、番号利用法第17条第10項

の規定によるマイナンバーカードの失効のみが規定されているところ、マ

イナンバーカードの失効事由として、改正番号利用法により新設されたマ

イナンバーカードの失効事由（改正番号利用法第18条の５第８項 、特定）

在留カード等の失効事由に該当した場合（改正番号利用法第18条の５第10

項）が追加されたことに伴い、マイナンバーカードの失効について包括的

に規定する形式の規定に改めた（改正道交法第95条の２第３項第２号及び

 第９項 。）

 (2)　マイナンバーカードの返納関係

、 、道交法第106条の４第１項は 免許情報記録の抹消等に係る規定であり

同条第１項ただし書きにおいてマイナ免許証を番号利用法第17条第８項に

規定する住所地市町村長（マイナンバーカードの交付を受けようとする者

（ 。 。）が記録されている住民基本台帳を備える市町村 特別区を含む 以下同じ

の長）に返納した場合は、その抹消を受ける必要がないことを定めている

ところ、改正番号利用法により、マイナンバーカードの交付を受けている

者が特定在留カード等の交付を受けようとする場合には、改正番号利用法

第18条の５第３項に規定する住所地市町村長（特定在留カード等の交付を

受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長）に

マイナンバーカードを返納することとされた（改正番号利用法第18条の５

第８項）ことに伴い、市町村の長に返納する場合について包括的に規定す

 る形式の規定に改めた（改正道交法第106条の４第１項 。）

また、特定在留カード等は入管庁長官へ返納されるものであるところ、

                           



                           
特定免許情報が記録された特定在留カード等が入管庁長官に返納された場

合は、マイナ免許証を住所地市町村長に返納した場合と同様に免許情報記

 録の抹消を受ける必要がないことを定めた。

 ３　マイナ免許証の運用に係る留意事項

 (1)　特定在留カード等と運転免許証の一体化について

　前記１のとおり、道交法におけるマイナンバーカードに関する規定は、

特定在留カード等をマイナンバーカードとみなして適用されることとなる

ため、特定在留カード等を保有する者に係るマイナ免許証等の運用につい

ては、通常のマイナンバーカードを保有する者に係るマイナ免許証等の運

 用と同様とすること。

 (2)　住所変更ワンストップサービス等について

マイナ免許証のみを有する者が、住所変更ワンストップサービス等を利

用している場合、この者が特定在留カード等に切り替えたとしても、改め

 て手続を行うことなく、引き続き、同サービスを利用することができる。

 (3)　マイナ免許証等継続利用等について

　マイナ免許証等継続利用については、個人番号カードオンライン申請サ

イトにおいて手続を行うこととしているところ、特定在留カード等の交付

、 、の申請は 地方出入国在留管理局又は市区町村窓口で行うこととなるため

マイナ免許証等となっている特定在留カード等を保有する者が特定在留カ

ード等の更新等により、新たな特定在留カード等の交付を受けた場合にお

いて、引き続きマイナ免許証等の利用を希望するときには、運転免許セン

ター等において特定免許情報の記録を受ける必要がある。これは、マイナ

免許証等保有者が特定在留カード等への切替えを行った場合も同様とな

 る。

　なお、新たな特定在留カード等に免許情報を記録する際には、手数料徴

 収の対象となる。

 ４　在留カード等の提示を求める免許関係手続の運用に係る留意事項

   特定在留カード等については、改正入管法等において 「個人番号カード、

としての機能を付与するための措置が講じられた在留カード等」と規定され

ていることから、その法的性質は在留カード等と何ら異なるものではないた

め、免許証の更新等免許関係手続に際して、特定在留カード等の提示を受け

 た場合には、従来の在留カード等と同様に取り扱うこと。

 

 （参考資料）

改正法の官報の写し
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番
号
利
用
法

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
十
九
条
の
十
五
の
四
に
お
い
て
同
じ
。）と
し
て
の
機

能
を
付
加
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
に
よ
り
行
う
こ
と
を
求

め
る
旨
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
十
三
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

二

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
引
き
続
き
中
長
期
在
留
者
に
該
当
す
る
在
留
資
格
の
変
更
（
こ
れ

に
伴
う
在
留
期
間
の
変
更
を
含
む
。）に
係
る
申
請
に
限
る
。）又
は
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

２

前
項
の
場
合
の
ほ
か
、
中
長
期
在
留
者
は
、
第
十
九
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
項
の
届
出
、
第
十
九
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
項
の
届
出
又
は
第
十
九
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
項
の
届
出
に
よ
り
、
新
た
に
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
る
場
合
又
は
一
の

市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
住
所
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
併
せ
て
、
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定

め
る
手
続
に
よ
り
、
住
所
地
市
町
村
長
（
当
該
届
出
を
行
う
中
長
期
在
留
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳

を
備
え
る
市
町
村
の
長
を
い
う
。以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
経
由
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
、

当
該
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
た
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
求
め
る
旨
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
う
者
（
当
該
申
請
の
際
に
当
該
住
所
地
市
町
村
長
に
よ
り
番
号
利
用
法
第
十
八

条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
者
に
限
る
。）の
う
ち
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
速
や
か
に
受
け

る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
併
せ
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁

長
官
か
ら
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
（
第
一
項
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
法
務
大
臣
が
同
号
に
掲
げ
る
申
請
の
許
可
を
す
る
こ

と
と
し
た
場
合
に
限
る
。）は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
中
長
期
在
留
者
に
係
る
特
定
在
留
カ
ー
ド

を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

５

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
届
出
又
は
申
請
に

係
る
第
十
九
条
の
十
第
二
項
（
第
十
九
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
十
九
条
の
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
及
び
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
第
二
十
条
第
四
項

第
一
号
（
第
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在

留
カ
ー
ド
の
交
付
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
中
長
期
在
留
者
に
係
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
入
国
審

査
官
に
交
付
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

６

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
中
長

期
在
留
者
に
係
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た

場
合
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。）に
お
け
る
前
項
の
特

定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
、
当
該
中
長
期
在
留

者
に
対
し
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

８

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

併
せ
て
さ
れ
た
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
後
に
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ

た
と
き
そ
の
他
の
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
当
該
外
国
人
に
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
こ
と
が
相
当
で
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
交

付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
受
領
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民

基
本
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
の
事
務
所
に
自
ら
出
頭
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に
よ
り
第
十
九
条
の
十
四
第
五
号
に
該
当
し
て
効
力
を
失
つ
た
そ
の
所
持
す

る
在
留
カ
ー
ド
の
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
は
、
直
ち
に
当
該
在
留
カ
ー
ド
を
住
所
地
市
町
村
長
に
引
き

渡
し
、
当
該
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
て
返
納
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

第
六
十
一
条
の
八
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
受
領
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
」

と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
」
と
あ
る
の
は
、「
第
十
九
条
の
十

五
の
二
第
九
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
行
為
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

11

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
当
該
中
長
期
在
留
者
に
対
し
て
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
送
付

す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
し
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
返
納
し
」
と

あ
る
の
は
、「
送
付
し
て
返
納
し
」
と
す
る
。

12

第
六
十
七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
は
、
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
さ
れ
た
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
基

づ
き
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
等
）

第
十
九
条
の
十
五
の
三

第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
在
留
カ
ー
ド

の
有
効
期
間
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、当
該
各
号
に
定
め
る
日
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

一

第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
中
長
期
在
留
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）に
よ

る
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
届
出
若
し
く
は
申
請
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
特
定
在
留

カ
ー
ド

当
該
届
出
又
は
申
請
の
日
（
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
は
、
旧

カ
ー
ド
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
）
後
の
十
回
目
の
誕
生
日

二

永
住
者
で
あ
つ
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
届
出
若
し
く
は
申
請
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届

出
の
日
に
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
（
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
旧
カ
ー
ド

の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
十
八
歳
の
誕
生
日
で
あ
る
者
を
除
く
。）に
係
る
特
定
在
留
カ
ー
ド

当
該
届
出
又

は
申
請
の
日
（
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
は
、
旧
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
の

満
了
の
日
）
後
の
五
回
目
の
誕
生
日

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。）が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
旧
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
経
過
す
る
ま
で
に
、
新
た
な
特
定
在
留
カ
ー
ド

が
交
付
さ
れ
な
い
と
き
は
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
カ
ー
ド
の
有
効
期
間

は
、
次
に
掲
げ
る
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

一

新
た
な
特
定
在
留
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
る
時

二

旧
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
が
終
了
す
る
時


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３

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
新
た
な
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
時
ま
で
に
、
入
国
審
査
官
に
、
当
該
中
長
期
在
留
者
に
対
し
、
新
た
な
在
留
カ
ー

ド
を
交
付
さ
せ
、
新
た
な
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
が
可
能
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
交
付

さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
機
能
の
失
効
等
に
係
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
取
扱
い
）

第
十
九
条
の
十
五
の
四

特
定
在
留
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
個

人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
し
て
適
用
す
る
番
号
利
用
法
第
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
失
効

は
、
そ
の
在
留
カ
ー
ド
と
し
て
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

２

番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
し
て
適
用
す
る
番
号
利
用
法
第

十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
番
号
利
用
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
特
定
在
留
カ
ー

ド
の
返
納
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

に
対
し
て
返
納
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
返
納
す
る
者
が
引
き
続
き
中
長
期
在
留
者
に
該
当
す
る
と

き
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
当
該
返
納
の
際
に
、
入
国
審
査
官
に
、
当
該
中
長
期
在
留
者
に
対
し
、
新

た
な
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
・
法
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
九
条
の
十
五
の
五

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
様
式
そ
の
他
特
定
在
留
カ
ー
ド
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
。

第
十
九
条
の
三
十
七
第
二
項
中
「
文
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
中
「
不
実
の
記
載
」
の
下
に
「
又
は
記
録
」
を
加
え
、「
又
は
図
画
」
を
「
若
し

く
は
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
の
提
示
」
の
下
に「（
在
留
カ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
の
内
容
を

確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け
る
こ
と
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
こ
れ
を
提
示
し
」
を
「
こ
れ
に
応
じ
」
に
改

め
る
。

第
二
十
四
条
第
三
号
中
「
若
し
く
は
偽
造
」
を「
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
不
正
に
作
り
、若
し
く
は
偽
造
さ
れ
、」

に
改
め
、「
提
供
し
」
の
下
に
「
、
若
し
く
は
不
正
に
作
ら
れ
た
電
磁
的
記
録
を
人
の
事
務
処
理
の
用
に
供
し
、
若
し

く
は
行
使
し
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
の
五
中
「
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
に
改
め
、同
号
イ
中「
行

使
の
目
的
」
を
「
行
使
の
目
的
又
は
人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
」
に
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日

本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
」
を
「
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
在
留
カ
ー
ド
等
」
と
い
う
。）若
し
く
は
特
例
法
」
に
、「（
以
下
単
に
「
特
別
永
住
者
証
明
書
」
を
「
若
し

く
は
特
例
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
（
ホ
に
お
い
て
単
に
「
特
別
永
住
者

証
明
書
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。）（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
別
永
住
者
証
明
書
等
」
に
、「
若
し
く
は
変
造
し
」

を
「
変
造
し
、
若
し
く
は
不
正
に
作
り
」に
、「
偽
造
若
し
く
は
変
造
の
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
」

を
「
偽
造
さ
れ
、
変
造
さ
れ
、
若
し
く
は
不
正
に
作
ら
れ
た
在
留
カ
ー
ド
等
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
等
」に
、

「
若
し
く
は
所
持
す
る
」
を
「
所
持
し
、
若
し
く
は
保
管
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
偽
造
若
し
く
は
変
造
の
在

留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
」
を
「
偽
造
さ
れ
、
変
造
さ
れ
、
若
し
く
は
不
正
に
作
ら
れ
た
在
留
カ
ー

ド
等
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
等
を
行
使
し
、
若
し
く
は
人
の
事
務
処
理
の
用
に
供
し
、」に
改
め
、
同
号
ニ
中

「
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証
明
書
の
偽
造
又
は
変
造
」
を
「
在
留
カ
ー
ド
等
若
し
く
は
特
別
永
住
者
証

明
書
等
を
偽
造
し
、
変
造
し
、
又
は
不
正
に
作
る
行
為
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

ニ
の
目
的
で
、
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
（
以
下
こ
の
ホ
に
お
い

て
「
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
等
」
と
い
う
。）の
情
報
を
取
得
し
、
若
し
く
は
提
供
し
、
又
は
不
正
に
取
得

さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
等
の
情
報
を
保
管
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中「（
電
磁
的
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
及
び
第
五
十
七
条
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
九
第
三
項
、
第
五
十
二
条
の
七
第
三
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
二
の
十

七
第
三
項
中
「
文
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
」
を
加
え
る
。

第
六
十
一
条
の
八
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
含
む
。）」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
十
九
条
の
十
五
の
四
第
三
項
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
満
た
な
い
場
合
」
を
「
満
た
な
い
と
き
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受

領
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
申
請
の
日
若
し
く
は
受
領
の
日
が
十
六
歳
の
誕
生
日
で
あ
る
と
き
、」に
、「
で
き
な
い

場
合
に
」
を
「
で
き
な
い
と
き
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
二
中
「
並
び
に
第
十
九
条
の
九
第
一
項
」
を
「
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項
並
び
に
第
十
九
条
の
十

五
の
二
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
九
項
後
段
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
三
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の

次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４

人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
を
不
正
に
作
つ
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と

す
る
。

５

不
正
に
作
ら
れ
た
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
を
、
前
項
の
目
的
で
、
人
の
事
務
処
理
の
用
に
供
し
た
者
も
、
第

一
項
と
同
様
と
す
る
。

６

不
正
に
作
ら
れ
た
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
が
記
録
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
を
、
第
四
項
の
目
的
で
、
提
供
し
、

又
は
収
受
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

第
七
十
三
条
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
不
正
に
作
ら
れ
た
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
が
記
録
さ
れ
た
在
留
カ
ー

ド
を
所
持
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

第
七
十
三
条
の
五
中
「
第
七
十
三
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加

え
る
。

２

第
七
十
三
条
の
三
第
四
項
の
犯
罪
行
為
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
の
情
報
を
取
得
し
、

又
は
提
供
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

不
正
に
取
得
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
の
情
報
を
、
第
七
十
三
条
の
三
第
四
項
の
犯
罪
行
為
の
用
に
供

す
る
目
的
で
保
管
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

４

第
二
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

第
七
十
五
条
の
二
第
二
号
中
「
在
留
カ
ー
ド
の
提
示
」
を
「
、
在
留
カ
ー
ド
の
提
示
を
拒
み
、
又
は
在
留
カ
ー
ド

電
磁
的
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
改

正
）

第
二
条

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
、
交
付
年
月
日
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項

第
八
条
第
三
項
中
「
に
は
」
の
下
に
「
、
交
付
の
日
に
お
い
て
本
人
の
年
齢
が
法
務
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
満
た

な
い
場
合
を
除
き
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

記
載
さ
れ
る
事
項
の
記
載
方
法
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
写
真
の
表
示
方
法
」
に
改
め
、「
、
特
別
永
住
者

証
明
書
に
表
示
す
べ
き
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の

全
部
又
は
一
部
」
を
「
写
真
に
係
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
」
に
改
め
、「
い
う
」
の
下
に
「
。
第
十
一
条

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
年
月
日

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項

三

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
写
真
に
係
る
事
項
及
び
前
二
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
記
録
し
た
旨


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第
九
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

特
別
永
住
者
証
明
書
に
係
る
届
出
又
は
申
請
の
日
に
十
八
歳
に
満
た
な
い
者

当
該
届
出
又
は
申
請
の
日
後

の
五
回
目
の
誕
生
日
（
当
該
特
別
永
住
者
の
誕
生
日
が
二
月
二
十
九
日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
別
永
住
者
の

う
る
う
年
以
外
の
年
に
お
け
る
誕
生
日
は
二
月
二
十
八
日
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下
同
じ
。）（
第
十
二
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
そ
の
時
に
所
持
し
て
い

た
特
別
永
住
者
証
明
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
証
明
書
」
と
い
う
。）の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
後
の
五

回
目
（
旧
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
十
八
歳
の
誕
生
日
以
降
で
あ
る
と
き
は
、
旧
証
明
書
の
有
効
期

間
の
満
了
の
日
後
の
十
回
目
）
の
誕
生
日
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

特
別
永
住
者
証
明
書
に
係
る
届
出
又
は
申
請
の
日
後
の
十
回
目
の
誕
生
日

（
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
旧
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
の

日
後
の
十
回
目
の
誕
生
日
）

第
十
一
条
第
三
項
中
「
記
載
す
る
」
を
「
電
磁
的
方
式
に
よ
り
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
二
月
前
（
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
当
該
特
別
永
住
者
の
十
六
歳
の
誕
生
日
の
前
日
と
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
六
月
前
）」を
「
三
月
前
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
記
録
」
の
下
に「（
以
下
「
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
」
を
「
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
等
）

第
十
六
条
の
二

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
特
別
永
住
者
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又

は
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を

行
う
場
合
に
は
、
当
該
届
出
又
は
申
請
に
併
せ
て
、
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
住
所
地
市

町
村（
当
該
届
出
又
は
申
請
を
行
う
特
別
永
住
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
を
い
う
。

第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
住
所
地
市
町
村
長
」
と
い
う
。）を
経
由
し
て
出
入

国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
届
出
又
は
申
請
に
係
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
、
特
定
特
別
永
住
者

証
明
書
（
こ
の
条
の
規
定
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。）第
十

八
条
の
五
の
規
定
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）と
し
て
の
機
能
を
付
加
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
特
別
永
住

者
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
に
よ
り
行
う
こ
と
を
求
め
る
旨
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
は
、
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と

み
な
さ
れ
る
同
条
第
四
項
の
届
出
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ

れ
る
同
条
第
五
項
の
届
出
に
よ
り
、
新
た
に
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
る
場
合
又
は
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に

お
い
て
住
所
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
併
せ
て
、
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、

住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
た
特
定
特

別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
求
め
る
旨
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
又
は
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
の
子
孫
で
入
管
法
別

表
第
二
の
上
欄
の
在
留
資
格
（
永
住
者
の
在
留
資
格
を
除
く
。）を
も
っ
て
在
留
す
る
も
の
は
、
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
を
行
う
場
合
に
限
り
、
当
該
申
請
に
併
せ
て
、総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
、
特
定
特
別

永
住
者
証
明
書
の
交
付
に
よ
り
行
う
こ
と
を
求
め
る
旨
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
う
者
（
当
該
申
請
の
際
に
当
該
住
所
地
市
町
村
長
に
よ
り
番
号

利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
者
に
限
る
。）の
う
ち
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の

交
付
を
速
や
か
に
受
け
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
者
は
、当
該
申
請
に
併
せ
て
、

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
か
ら
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
（
同
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
に
あ
っ
て
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
限

る
。）は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
別
永
住
者
に
係
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
作
成
す
る
も

の
と
す
る
。

６

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は

第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係

る
第
十
一
条
第
二
項
（
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
特
別
永
住
者
に

係
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

７

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
特
別

永
住
者
に
係
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

８

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
第
七
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
特
別
永
住
者
に

係
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
入
国
審
査
官
に
交
付
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

９

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に

限
る
。）に
お
け
る
第
六
項
又
は
第
七
項
の
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
は
、政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
、
当
該
特
別
永
住
者
に
対
し
、
当
該
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
送
付
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
。

10

第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
さ
れ
た
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
後
に
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
そ
の
他
の
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
当
該
外
国
人
に
特
定
特
別
永
住
者
証

明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出

入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
交
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

11

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
特
別
永
住
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

住
所
地
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
を
経
由
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
の
利
便
及
び
迅
速
な
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
・
法
務
省

令
で
定
め
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
長
を
経
由
し
て
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
住
所
地
市

町
村
長
」
と
あ
る
の
は
、「
当
該
住
所
地
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
」
と
す
る
。

12

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
若
し

く
は
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

を
す
る
と
き
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
受
領
す
る
と
き
に
お
け
る
第

十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
居
住
地
（
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
あ
っ
て
は
、
住
居
地
）

の
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
所
地
市
町
村
」
と
す
る
。

13

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
受
領
す
る
者
は
、
当
該
住
所
地
市
町
村
の
事

務
所
に
自
ら
出
頭
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

14

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
受
領
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
届
出
等
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
二
第

十
三
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
を
」
と
、「
届
出
等
は
」
と
あ
る
の
は
「
行
為
は
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
届
出
等
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
二
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

15

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
当
該
特
別
永
住
者
に
対
し
て
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を

送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
し
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
居
住
地

の
市
町
村
の
長
を
経
由
し
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
特
別
永
住
者
証
明
書
を
返
納
し
」
と
あ

る
の
は
、「
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
特
別
永
住
者
証
明
書
を
送
付
し
て
返
納
し
」
と
す
る
。

16

第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
永
住
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請

又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
さ
れ
た
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
基
づ
き
第

六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
機
能
の
失
効
等
に
係
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
取
扱
い
）

第
十
六
条
の
三

特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
個

人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
し
て
適
用
す
る
番
号
利
用
法
第
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
失
効

は
、
そ
の
特
別
永
住
者
証
明
書
と
し
て
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

２

番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
し
て
適
用
す
る
番
号
利
用
法
第

十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
又
は
番
号
利
用
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
特
定
特
別
永
住

者
証
明
書
の
返
納
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
出
入
国
在
留
管
理

庁
長
官
に
対
し
て
返
納
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
返
納
す
る
者
が
引
き
続
き
特
別
永
住
者
に
該
当
す

る
と
き
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
当
該
返
納
の
際
に
、
入
国
審
査
官
に
、
当
該
特
別
永
住
者
に
対
し
、

新
た
な
特
別
永
住
者
証
明
書
を
交
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
新
た
な
特
別
永
住
者
証
明
書
に
対
す
る
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
特
別
永
住
者
証
明
書
に
係
る
届
出
又
は
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
交
付
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
当
該
届
出
又
は
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
交
付
」
と
す
る
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
受
領
す
る
者
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
自

ら
出
頭
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
証
明
書
を
受
領
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
届
出
等
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
三
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
行
為
を
」
と
、「
届
出
等
は
」
と
あ
る
の
は
「
行
為
は
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
届
出
等
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
・
法
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
六
条
の
四

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
様
式
そ
の
他
特
定
特
別
永
住
者
証

明
書
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
の
提
示
」
の
下
に「（
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
受
け
る
こ
と
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
こ
れ
を
提
示
し
」
を
「
こ
れ
に
応
じ
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
満
た
な
い
場
合
」
を
「
満
た
な
い
と
き
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
若
し
く

は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
を

す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
申
請
若
し
く
は
受
領
の
日
が
十
六
歳
の
誕
生
日
で
あ
る
と
き
、」に
、「
で
き
な
い
場
合
に
」

を
「
で
き
な
い
と
き
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
、
第
十
六
条
第
三
項
並
び
に
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
二

項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に

次
の
三
項
を
加
え
る
。

４

人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
を
不
正
に
作
っ
た
者
も
、
第
一
項
と

同
様
と
す
る
。

５

不
正
に
作
ら
れ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
を
、
前
項
の
目
的
で
、
人
の
事
務
処
理
の
用
に
供
し
た
者

も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

６

不
正
に
作
ら
れ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
が
記
録
さ
れ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
を
、
第
四
項
の
目
的

で
、
提
供
し
、
又
は
収
受
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
不
正
に
作
ら
れ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
が
記
録
さ
れ
た
特

別
永
住
者
証
明
書
を
所
持
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

第
二
十
六
条
第
四
項
の
犯
罪
行
為
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
の
情
報
を
取
得

し
、
又
は
提
供
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

不
正
に
取
得
さ
れ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
の
情
報
を
、
第
二
十
六
条
第
四
項
の
犯
罪
行
為
の
用
に

供
す
る
目
的
で
保
管
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

４

第
二
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

第
三
十
一
条
第
四
号
中
「
特
別
永
住
者
証
明
書
の
提
示
」
を
「
、
特
別
永
住
者
証
明
書
の
提
示
を
拒
み
、
又
は
特

別
永
住
者
証
明
書
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
八
条
の
五
」
を
「
第
十
八
条
の
六
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
七
項
中
「
第
十
八
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
八
条
の
五
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中「
第
八
条
」

の
下
に
「
、
第
十
八
条
の
五
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
二
第
八
項
中
「
第
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
の
六
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
第
九
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
十
八
条
の
五
第
八
項
若
し
く
は

第
十
項
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
五
第
一
項
中
「
事
務
並
び
に
」
を
「
事
務
、」に
改
め
、「
い
う
。）」
の
下
に
「
並
び
に
前
条
第
二
項
に

規
定
す
る
措
置
に
係
る
事
務
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
交
付
市
町
村
長
（
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
が
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
市
町
村
長
）」を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
数
料
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
発
行
に
係
る
事
務
に
関
す
る
手
数
料

交
付
市
町
村
長
（
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
市

町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
が
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、当
該
市
町
村
長
）

二

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
事
務
に
関
す
る
手
数
料

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
（
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
住
所
地
市
町
村
長
が
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
住
所
地

市
町
村
長
）

第
三
章
中
第
十
八
条
の
五
を
第
十
八
条
の
六
と
し
、
第
十
八
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
交
付
に
伴
う
措
置
等
）

第
十
八
条
の
五

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十

九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入
管
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入
管
特
例
法
」
と
い
う
。）第
十
六
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
又
は
入
管
特
例
法
第
十
六

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
」
と
い

う
。）の
交
付
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
交
付
申
請
」
と
い
う
。）が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
機
構
に
対
し
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
交
付
申
請
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
入
管
法
第
十
九
条
の

十
五
の
二
第
四
項
又
は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
に
つ

い
て
、
個
人
番
号
の
記
載
及
び
そ
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
そ
の
他
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
し
て
の
機
能
を
付
加

す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
四
項
又
は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
の
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
第
二
号

に
お
い
て
「
住
所
地
市
町
村
長
」
と
い
う
。）に
対
し
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
を
作
成
し
た
旨
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。


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４

住
所
地
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
そ
の
他
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
事
項
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
当
該
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
を
確
認
す
る
措

置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
所
地
市
町
村
長
は
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
旨
を

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
入
管
特
例
法
第

十
六
条
の
二
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
特
定
在
留

カ
ー
ド
等
交
付
申
請
又
は
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
交
付
申
請
に
係
る
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
引
渡
し
の
際

に
、
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
そ
の
者
の
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
そ
の
他

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
提
示
を
受
け
、
そ
の
者

が
当
該
書
類
に
係
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置

を
含
む
。）を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

特
定
在
留
カ
ー
ド
等
交
付
申
請
が
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
二
項
又
は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
住
所
地
市
町
村
長
（
同
条
第
一
項
の
申
請
が
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に

よ
り
住
所
地
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
を
経
由
し
て
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
長
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
経
由
し
て
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
住
所
地
市
町
村
長
は
、
出
入
国
在

留
管
理
庁
長
官
に
代
わ
っ
て
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
所
地

市
町
村
長
は
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
旨
を
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
若
し
く
は
入
管
特
例

法
第
十
六
条
の
二
第
八
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
を
交
付
し
た
場
合
、
特
定
在
留

カ
ー
ド
等
の
所
持
を
失
っ
た
者
か
ら
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
管
法
第
十
九
条
の
三

に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
再
交
付
の
申
請
が
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
入
管
特
例
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
入
管
特
例
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
が
さ
れ
た
場
合
（
当
該
再

交
付
の
申
請
が
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。）又
は
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
若
し
く
は

第
十
九
条
の
十
五
の
四
第
二
項
若
し
く
は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
若
し
く
は
第
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
が
返
納
さ
れ
た
場
合
（
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
九
項
後
段
又
は
入
管
特
例
法
第

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
住
所
地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
返
納
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。）に
は
、
そ
の
旨
を
住

所
地
市
町
村
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

８

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又

は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
交
付
を
受
け
る

場
合
に
は
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
交
付
申
請
又
は
当
該
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
交
付
申
請
に
係
る
当
該
特
定
在
留

カ
ー
ド
等
の
引
渡
し
の
際
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
直
接
に
又
は
出
入
国

在
留
管
理
庁
長
官
を
経
由
し
て
住
所
地
市
町
村
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

９

入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
か
ら
第
九

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
は
、
こ
の
法
律
（
第
十
七
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で

及
び
第
十
三
項
並
び
に
前
項
を
除
く
。）の
規
定
及
び
当
該
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
並
び
に
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
利
用
に
関
す
る
他
の
法
令
（
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
を
含
む
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
す
。

10

特
定
在
留
カ
ー
ド
等
が
入
管
法
第
十
九
条
の
十
四
又
は
入
管
特
例
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を

失
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み

な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
も
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
中
「
並
び
に
第
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
、
第
十
八
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、「
第

十
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
第
十
八
条
の
五
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
五
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第

二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
三
十
一
の
二
の
項
中「（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）」を
削
り
、
同
表
九
十
一
の
二
の
項
中「（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
一
号
）」を
削
る
。

（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」と
い
う
。」を
加
え
、

同
条
第
十
項
中
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
番

号
利
用
法
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
」
を
「
番
号
利
用
法
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
条
の
三

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
中
長
期
在
留
者
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）又
は
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
入
管
特
例
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
を
い
う
。）若
し
く
は
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
の
子
孫
（
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
の
子
孫
を
い
う
。）で
入
管
法
別
表
第
二
の
上
欄
の
在
留
資
格
（
永
住
者
の
在
留
資

格
を
除
く
。）を
も
っ
て
在
留
す
る
も
の
（
以
下
「
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
等
」
と
い
う
。）は
、
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
又
は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
を
い
う
。

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
交
付
の
申
請
に
併
せ
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
及
び
住
所
地

市
町
村
長
を
経
由
し
て
、
機
構
に
対
し
、
第
三
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
三
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、前
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
に
対
し
」
と
あ
る
の
は
「
に
対
し
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
を
経
由

し
て
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
住
所
地
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
」
と
、「
を
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
番
号
利
用
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定

め
る
措
置
を
と
る
」
と
、「
署
名
利
用
者
確
認
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
措
置
の
」
と
、「
で
き
る
」と
あ
る
の
は「
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
と
き
は
、
住
所
地
市
町
村
長

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
の

規
定
に
よ
り
署
名
利
用
者
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
署
名
利
用
者
確
認
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
、
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
を
「
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
に
改
め
、「
領
事
官
及
び
附

票
管
理
市
町
村
長
」
の
下
に
「
、
中
長
期
在
留
者
（
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
在

留
カ
ー
ド
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）又
は
平
和
条
約
国
籍
離
脱

者
等
（
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
交
付
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）若
し
く
は
特
別
永
住
者
（
入
管
特
例
法
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
い
う
。
第
二
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。）（
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）で
あ
る
署
名
利
用
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
市
町
村
長
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

及
び
住
所
地
市
町
村
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
十
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
条
の
三
第
二
項
」
を
加

え
、「
同
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
、
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
を
「
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
に
改
め
、「
領
事
官
及
び
附

票
管
理
市
町
村
長
」
の
下
に
「
、
中
長
期
在
留
者
（
入
管
法
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
カ
ー
ド

（
入
管
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
再
交
付
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
の

申
請
（
入
管
法
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
す
る
も
の
に
限
る
。）を
し
よ

う
と
す
る
者
に
限
る
。）で
あ
る
署
名
利
用
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
市
町
村
長
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
及
び
住

所
地
市
町
村
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
十
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、「
同

条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
二
条
第
十
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
番
号
利
用
法
」
に
改
め
、同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
三

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
中
長
期
在
留
者
又
は
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
等
は
、
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
又
は
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
交
付
の
申
請
に
併
せ
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
及
び
住
所

地
市
町
村
長
を
経
由
し
て
、
機
構
に
対
し
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
に
対
し
」
と
あ
る
の
は
「
に
対
し
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

を
経
由
し
て
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
住
所
地
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
」
と
、「
を

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
番
号
利
用
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
措
置
を
と
る
」
と
、「
利
用
者
証
明
利
用
者
確
認
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
措
置
の
」
と
、「
で
き
る
」

と
あ
る
の
は
「
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
は
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
と
き
は
、

住
所
地
市
町
村
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第

四
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
証
明
利
用
者
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
証
明
利
用
者
確
認
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
、
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
を
「
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
に
改
め
、「
領
事
官
及

び
附
票
管
理
市
町
村
長
」
の
下
に
「
、
中
長
期
在
留
者
（
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特

定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）又
は
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
等
（
入
管
特
例
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）若
し
く
は
特
別
永
住
者
（
同
条
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）で
あ
る
利
用
者
証
明
利
用
者
に

あ
っ
て
は
住
所
地
市
町
村
長
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
及
び
住
所
地
市
町
村
長
」
を
加
え
、同
条
第
二
項
中「
同

条
第
十
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、「
同
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
に

改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
、
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
を
「
附
票
管
理
市
町
村
長
又
は
」
に
改
め
、「
領
事
官
及

び
附
票
管
理
市
町
村
長
」
の
下
に「
、
中
長
期
在
留
者（
入
管
法
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
カ
ー

ド
の
再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
入
管
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
在
留

カ
ー
ド
の
交
付
の
申
請
（
入
管
法
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
す
る
も
の

に
限
る
。）を
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）で
あ
る
利
用
者
証
明
利
用
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
市
町
村
長
又
は
出
入
国

在
留
管
理
庁
長
官
及
び
住
所
地
市
町
村
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
十
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
二

条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、「
同
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
中
「
及
び
領
事
官
」
を
「
、
領
事
官
及
び
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
又
は
大
使
館
」
を
「
、
大
使
館
」
に
、「
定
め
る
者
」
を
「
定
め
る
者
又
は
出
入
国
在
留

管
理
庁
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
領
事
官
」
を
「
、
領
事
官
若

し
く
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
又
は
領
事
官
」
を
「
、
領
事
官
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
中
「
及
び
領
事
官
」
を
「
、
領
事
官
及
び
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
」
に
、「
及
び
大
使
館
」
を

「
、
大
使
館
」
に
、「
定
め
る
者
」
を
「
定
め
る
者
及
び
出
入
国
在
留
管
理
庁
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
第
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「
、
第
三
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、「
及
び

第
六
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中「
並
び
に
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」

を
「
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、「
及
び
第
六
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
市
町
村
長
」
の
下
に
「
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
の
二
中
「
、
第
二
十
二
条
第
三
項
」
を
「
、
第
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
四

項
、
第
五
項
（
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
項
、
第
二
十
二

条
第
三
項
」
に
、「
並
び
に
第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
」
を
「
、
第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
」
に
、「
の
規
定
」
を
「
並

び
に
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
四
項
、
第
五
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第

二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
退
去
強
制
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
に
関
し

て
行
わ
れ
る
行
為
を
事
由
と
す
る
退
去
強
制
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
項
中
「
並
び
に
第
十
九
条

の
九
第
一
項
」
を
「
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項
並
び
に
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
二
項
、第
六
項
及
び
第
九
項
後
段
」

に
改
め
、
同
表
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
項
中
「
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
、
第
十
六
条
第
三
項
並
び
に
第
十
六

条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
表
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
項
中
「
第
二
十
一
条

の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
五
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
電
子
署
名

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
一
条
の
規
定

公
布
の
日

二

附
則
第
十
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係

者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
在
留
カ
ー
ド
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
交
付
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
（
第
三
項
に
お
い
て
「
入
管
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
十
六
歳
の
誕
生
日
の
前
日
と
さ
れ
て
い
る
在
留
カ
ー
ド
の
有

効
期
間
の
更
新
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
十
六
歳
の
誕
生
日
の
前
日
と
さ
れ
て
い
る
在
留
カ
ー
ド
の
有

効
期
間
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
新
た
に
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
入
管
法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
五
回
目
」
と
あ
る
の
は
、「
六
回
目
」
と
す
る
。

４

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
に
係
る
提
示
義
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
永
住
者
証
明
書
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
第
三
項
に
お
い
て
「
入
管
特
例
法
」
と
い
う
。）第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
十
六
歳
の
誕
生
日
の
前
日
と
さ
れ
て
い
る
特
別
永
住
者
証
明

書
の
有
効
期
間
の
更
新
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
の
日
が
十
六
歳
の
誕
生
日
の
前
日
と
さ
れ
て
い
る
特
別
永
住
者
証
明

書
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
新
た
に
交
付
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
有
効
期
間
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
入
管
特
例
法
第
九
条
第
一
号
中
「
五
回
目
（
」
と
あ
る
の
は
、「
六
回
目
（
」

と
す
る
。

４

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
特
別
永
住
者
証
明
書
に
係
る
提
示
義
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

の
項
中
「
、
第
二
十
二
条
第
三
項
」
を
「
、
第
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
四
項
、第
五
項（
第

九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
項
、第
二
十
二
条
第
三
項
」に
、「
並

び
に
第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
」
を
「
、
第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
」
に
、「
の
規
定
」
を
「
並
び
に
第
二
十
二
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
四
項
、
第
五
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
五
条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
中
「
を
含
む
」
の
下
に
「
。
第
百
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加

え
る
。

第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
及
び
第
九
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
」
を
削
る
。

第
百
六
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
住
所
地
市
町
村
長
」
を
「
そ
の
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
（
同
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
で
あ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
）」に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
の
四
十
五
の
表
中
長
期
在
留
者
（
入
管
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）の
項
中
「
記
載
さ
れ
て
い
る
」
を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
二
十
七
号
及
び
第
六
十
八
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び

効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化

及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
の
う
ち
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

七
項
の
改
正
規
定
中「「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
六
条
た
だ
し
書
及
び
第
十
八
条
」」を「「
第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の

五
第
二
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」」に
改
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

法
務
大
臣

小
泉

龍
司




